様式第１号（第５条関係）
大野城市空き家バンク物件登録申請書

年　　　月　　　日
大野城市長　様

[bookmark: _GoBack]　大野城市空き家バンク制度実施要領（令和２年要領第１号）の規定及び裏面の同意事項等を理解し、同要領第５条の規定により、空き家バンクへの登録を申請します。

	申請者（自筆）
	氏名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

	
	生年月日
	　　　　　年　　　　月　　　　日

	
	住所
	〒

	
	携帯電話
	
	自宅電話
	



1． 物件情報　※おわかりになる事項だけ、ご記入ください。裏面を必ずご確認ください

	所有者・名義人
	建物
	所有状況
	登記（☐済・☐未）　共有名義人（☐無・☐同意済）

	
	
	氏名
	
	申請者との続柄（　　　　　）

	
	
	住所
	〒

	
	
	電話番号
	

	
	土地
	所有状況
	登記（☐済・☐未）　共有名義人（☐無・☐同意済）

	
	
	氏名
	
	申請者との続柄（　　　　　）

	
	
	住所
	〒

	
	
	電話番号
	

	物件情報
	所在地
	大野城市

	
	家屋形態
	☐一戸建て住宅　☐店舗併用住宅　☐集合住宅　☐その他（　　　　　　）

	
	利用状況
	☐未使用　約（　　　　）年　☐別荘　☐その他（　　　　　　）

	
	管理頻度
	☐ほぼ毎月　☐年に数回　☐ほとんどしていない

	
	建物の構造
	☐木造　☐軽量鉄骨造　☐鉄筋コンクリート　☐その他（　　　　　　　　　）

	
	付属建物
	

	
	その他特記事項
（あれば記載）
	※土地境界線や隣地所有者との懸案事項など


	物件活用のご意向
	☐売りたい　☐貸したい　

	公共・福祉活用
に関するご確認
	市や関係団体等において公共・福祉活用を行う場合、当該物件のご提供（条件等は別途相談）にご協力いただけますか。（ ☐可　・　☐不可 ）

	応急住宅の確保に
関するご確認
	大規模災害発生時に、被災者向けに応急住宅を確保する必要がある場合、当該物件のご提供にご協力いただけますか。　（ ☐可　・　☐不可 ）

	添付書類
	☐ 建物及び土地の登記事項証明書または登記簿謄本の写し
　　【※家屋及び土地に所有権以外の権利が設定されている場合は必須】

	
	☐ 固定資産税納税通知書又は名寄帳の写し

	
	☐ 権利関係者同意書【※申請者以外の権利者が設定されている場合は必須】



2． 同意事項
　私は、次のことに同意します。
（1） 登録した空き家の情報の一部（所在地、物件の概要及び写真）について、ホームページ、広報紙等で一般に公開されることに同意します。
（2） 契約交渉に関するすべてについて、大野城市空き家バンク制度実施要領第８条の規定により、（公社）福岡県宅地建物取引業協会が推薦した仲介業者に調査・仲介を依頼することに同意します。
（3） 空き家の入居希望者及び協力事業者に対して、登録された情報を提供されることに同意します。
（4） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員に該当しないことの確認のため、氏名、生年月日、性別等を春日警察署に照会することに同意します。
（5） 空き家バンクに登録する物件及び所有者の適正確認に際して、市又は協力事業者が関係者及び関係機関に照会することに同意します。

3． 誓約事項
　私は、次のことを誓約します。
（1） 表面の記載内容に偽りはないことを誓約します。
（2） 空き家の入居希望者との交渉及び契約には誠意をもって臨み、疑義、紛争等については当事者間で解決にあたることを誓約します。
（3） 空き家の入居希望者との交渉及び契約を通じて得られた情報については、空き家バンクの目的に従って利用し、決して他の目的に利用しないことを誓約します。

【備考】
（1） 契約成立時に、協力事業者に対して仲介手数料がかかります。仲介手数料は、宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号）第４６条第１項の規定により国土交通大臣が定める報酬の額の範囲内となります。
（2） 市は、この申請により登録された情報を、空き家バンクの目的以外に利用しません。
（3） 市は、情報の提供、必要な連絡調整等を行いますが、登録物件の売買又は賃貸借の契約に関する交渉及び仲介並びにこれらに係る苦情、紛争等については、一切これに関与しません。
（4） 申請者と物件所有者が異なる場合は、同意書により物件所有者全員の意思確認が必要です。
（5） 相続登記ができない等の理由で所有者の意思確認ができない場合及び法律の規制その他の理由で売買や賃貸が困難であると判断した場合は、空き家バンクに登録しません。
（6） 暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者は、空き家バンクを利用できません。
（7） 申請書等に虚偽・錯誤により事実と異なる事項があったときその他登録が適当でないと認められたときは、登録を抹消します。
（8） 市は、所有者、入居希望者、協力事業者及び第三者の故意若しくは過失によって生じた損害、登録物件の瑕疵によって生じた損害については、その責を負わないものとします。
